公告第1号

特定建設工事共同企業体結成に係る掲示


下記工事について、上磯郡漁業協同組合特定建設工事共同企業体取扱要綱第１１条の規定に基づき公示します。
[bookmark: _GoBack]入札に参加する意思のある企業は、共同企業体を自主結成のうえ、所定の手続きをしてください。
なお、共同企業体名は「○○建設・○○建設特定建設工事共同企業体」（下線部には構成業者名を記入）とします。
　

令和　８年　３月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　上磯郡漁業協同組合
代表理事組合長　西　山　武　雄　　

記

１ 工事名　　　知内町ウニ種苗生産施設建設建築主体工事

２ 工事場所　　　上磯郡知内町字元町２８－１

３ 予定工期　　　本契約締結の日から令和９年３月上旬

４ 工事概要　　・屋外飼育棟　　鉄骨造　平屋建　延床面積　413㎡
　　　　　　　　 ・取水施設　　　鉄筋コンクリート造　地上1階地下1階建
　　　　　　　　　　　　　　　　 延床面積　76.78㎡
　　　　　　　　 ・上記施設新築に伴う建築主体工事

５ 工事の入札方式　特定建設工事共同企業体を含んだ指名競争入札
６ 入札に参加する共同企業体の構成員に必要な資格に関する次項
この公示に係る公示の指名競争入札に参加できる共同企業体の構成員は、これに掲げる要件をすべて満たしていること。
（１）共同企業体の構成員は、知内町へ令和７年度及び令和８年度における入札参加資格審査申請をして、受理された者。
（２）共同企業体の構成員は、以下に該当しない者。
　　　1　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
　　　2　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　　　3　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者
（３）共同企業体の構成員は、本工事の入札執行の日までの間に、知内町が行う競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に関する指名停止を受けていない者。
（４）共同企業体の構成員は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の建設業の許可のうち、建設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
（５）共同企業体の構成員は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者（技術員）若しくはこれと同等以上の資格を有する者を工事に専任で配置できること。
（６）共同企業体の構成員の数は、２から５社であること。
（７）共同企業体の代表者は、渡島管内に本・支店又は営業所を有し、建設業法第２７条の２９第１項に規定する最新の総合評定値通知書の「建築工事」の総合評定値が１，０００点以上の者とする。
（８）共同企業体の構成員の最小出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。　　　
	構成員数
	最小出資比率
	構成員数
	最小出資比率

	２社
	３０％
	４社
	１５％

	３社
	２０％
	５社
	１２％


（９）共同企業体の代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率は、構成員の中で最大であること。
（10）共同企業体の構成員は、本件工事における他の共同企業体の構成員として参加する者でないこと。
（11）入札に参加しようとする者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと（当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることについては、特に制限しない。
ア 資本関係
(ａ) 親会社と子会社の関係にある場合
(ｂ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会　社である場合は除く。
イ 人的関係
(ａ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ｂ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
ただし、(ａ)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中　の会社である場合は除く。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
７ 入札参加申請書等の提出及び提出期間等
（１）入札参加希望者は、特定建設工事共同企業体競争入札参加申請書に関係書類を添付して提出すること。（※参照）
※ 提出書類
ア 特定建設工事共同企業体協定書（甲）
イ 配置予定技術者調書
（２） 提出期間
令和８年３月１２日（木）から令和８年３月２５日（水）までとし、休日を除き、午前９時から午後５時まで。
（３） 提出場所・問い合わせ先・提出書類の配布場所
上磯郡知内町字涌元３４番地１先　 上磯郡漁業協同組合本所
（℡ ０１３９２－５－５２０４　冨森）
（４） 提出方法
上記の場所へ直接持参すること。なお、郵送又はFAXは受け付けない。
（５） その他
関係書類は、写しを含め全てＡ判にすること。
８ 入札参加の決定通知
（１） 入札参加希望者のうち指名業者に決定した者は、後日指名通知の交付をもって、入札参加の決定通知とする。
（２） 入札参加を希望して指名されなかった者は、書面によりその理由の説明を求めることができる。
９ その他
（1） 入札執行の日時及び場所、設計図書等の閲覧及び契約に関して必要な事項等については、後日交付する指名通知に記載する。
（2） [bookmark: _Hlk224206446]当該工事について、工事代金の前払い、中間払いは行わない。
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